
老健たちばな は、在宅復帰・在宅支援・

リハビリに充実した老健です！

医療法人橘会  介護老人保健施設たちばな
住所：東住吉区住道矢田9－11－11

 電話：06－6769-0600 FAX：06-6769-0610

男性 女性

個室 ２床 ※要相談

多床室 １床
※要相談 ３床

（令和８年 ６月 １日現在）

老健たちばな の空床状況 ６月後半・ 

７月前半に

在宅復帰による
退所予定者が

 多数います！

インスタグラム
やっています

【超強化型】

お問い合せは、支援相談員まで。お気軽に、ご相談ください。
（吉野、坂下、家市、安本）

相談窓口：９時００分～１７時００分

よしの さかした やいち やすもと

インスタグラム▼



自宅で過ごしていたけれど骨折等で入院！
自宅で過ごすのが難しくなってしまった…

→ そんな方には安心して在宅生活を過ごすための

フォローアップ入所！
痛みを考慮しながらの療法士による 集中的な個別リハビリを受けて

早期にご自宅に帰れるようフォローアップ！
環境整備や再発予防を目的とした負担の少ない動き方の指導・助言も行
わせていただきます！

★随時、問い合わせ・申し込みを受け付けております！
お気軽に、支援相談員まで、ご相談ください。

インスタ
グラム

スグの対応が
可能です！

ホーム
ページ

老健たちばな への入所の目的はいろいろ

最近、筋力が落ちてきたのか、これまで

できていたことができにくくなってきたなぁ…

→ そんな方にはリカバリー入所！
老健たちばなに１ヶ月～２ヶ月入所して 集中的にリハビリを受け

て、できにくくなってきたことをまたできるようにリカバリー！
環境整備や在宅復帰をしてからも行える自主訓練メニューの提案・助
言も行わせていただきます！

３ヶ月入所
じゃなくても

良い！

自宅で過ごしていたけれど熱中症等で入院！
このまま自宅で過ごすのは不安が…

→ そんな方には

夏の暑い期間だけの

 クーリング入所！
老健たちばなに１ヶ月～２ヶ月
入所して 涼しくなったら、またご自宅に！
ご自宅の環境整備や新しい環境を検討するための
期間としてご活用ください！



<老健たちばな入所でのリハビリの特徴>

園芸療法で 楽しみや役割づくり
利用者様と一緒に土づくりから行い、草花や野菜などを育ててい

ます。土に触れたり、草花や野菜の成長を見たりして楽しみや

役割をもっていただいています。笑顔も増え、会話も弾みます♪

ご不明な点がございましたら、ご連絡くださいますようお願い致します。

老健たちばなの充実したリハビリ！

週７日のリハビリ ＆ 最大４０分のリハビリ
入所後３か月以内であれば、短期集中リハビリとして最大週７日の
リハビリの提供が可能！
（※過去３ヵ月間に老健施設への入所歴がない等の条件あり）
入所後３か月以内であり且つ認知症短期集中リハビリ（週３日まで）

と合わせると最大４０分のリハビリの提供が可能！

ベッド上ではない生活 ＆ 生活リハビリ
状態に合わせてですが、基本的に日中はベッドで過ごすのではなく
デイルームで過ごす時間（皆さんと一緒に過ごす時間）を多くもっ
ていただくようにしています。
療法士によるリハビリ以外にも生活のなかで自主訓練として行える

生活リハビリを提案させていただいています。
リハビリメニューはご本人と療法士と一緒に考えております！

マンツーマンのリハビリ ＆ 言語聴覚士も在籍
利用者様それぞれの目標に応じたリハビリメニューを一緒に考え、
個別（マンツーマン）でのリハビリを行っていきます。

理学療法士・作業療法士に加え、言語聴覚士が在籍しています。
言語訓練、摂食・嚥下訓練を行うことができます。

・・・・



退院後の生活に不安のある方、

この機会にたちばなをご利用しませんか？

＊ご自宅（お住まい）での生活に不安を感じられている方

●病状は安定したけれど、もう少しリハビリを続けたい方。

●環境整備や介護者への介護指導など、お住まいで過ごす

準備をもう少ししておきたい方。

●退院後などで筋力・体力低下等にて、お住まいでの生活

に不安を感じている方。

●お住まいでの生活をしているけれど、最近、動きにくさ
を感じるようになった方。
これまでできていたことができにくくなってきたと感じて
いる方。

●介護者が旅行、入院、仕事の都合などで１ヶ月以上不在と
なる予定のある方。

●介護者に１ヶ月以上の休息の機会をもってほしいと感じて
いる方。

●夏の暑い時期や冬の寒い時期に室温管理等が難しくて、

お住まいでの生活に不安のある方。 など

面会対応について
月曜日～土曜日（祝日含む） １１時００分～１８時００分

日曜日 １１時００分～１６時００分

※利用者様の過ごされている療養棟・居室での対面面会ができます

外出・外泊について
事前手続き（管理医師の許可等）は必要となりますが、
入所者様の外出・外泊が可能です。
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